平成21年10月26日
宮崎県火災共済協同組合行動計画書
職員が仕事と子育てを両立することができ、職員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
１．計画期間 ： 平成21年11月1日～平成23年10月31日までの2年間

２．内容 
目標１： 両立支援のための運用規程（育児休業等に関する規程）を拡充する。
（対策）　育児のための短時間勤務制度（小学校就学の始期に達するまで）及び子の看護休暇（最大10日間）を実施する。
目標２： 育児休業制度の周知や支援を行う。また、産休中や育児休業中及び復職後の相談窓口を設置する。 
（対策）　職員全体会議において制度の説明を行い、出産育児予定者に対しては、育児休業等に係る諸手続等の支援を行う。また、育児休業期間中の代替要員の確保や業務体制等の見直しを行い、復職後の支援等のための相談窓口を設置して対象者に周知する。
平成20年度実績　育児休業取得者　１名

目標３： 子供の出生時における父親の休暇取得や子供の看護のための休暇取得の促進を図る。
（対策）　対象者となる職員が、休暇を取得しやすい環境や相談しやすい体制を整備する。（休暇をスムーズに取得できるように管理者に理解を求める）
平成23年12月2日

宮崎県火災共済協同組合行動計画書（第2回）
仕事と家庭の両立支援の更なる充実を図ることで、職員全員が自らの能力を発揮できるよう雇用環境を整備するとともに、次世代育成支援対策に取り組む組合として社会的にＰＲするため、次のように計画する。

１．計画期間 ： 平成23年11月1日～平成25年10月30日までの2年間

２．内容 
目標１：計画期間内に育児休業等（子の看護休暇を含む）の取得率を次の水準以上にする。

男性職員 ～ 計画期間中に１人以上取得すること

女性職員 ～ 取得率を８０％以上にすること

〈対策〉

平成24年7月より、職員への具体的な調査（前回計画により、制度内容がどの程度周知されているか等）の検討を開始する。また、平成24年11月より育児休業制度やその運用について職員全体会議において説明し、育児休業制度について、職員への更なる周知徹底を図る。

目標２：育児休業後に職員が復帰するためのよりよい環境の整備を進める。

〈対策〉

育児休業復帰職員を対象に職場の環境を整備するための検討チームを設け、育児休業を取得した職員が復帰後、スムーズに職務に戻れるための対策を取りまとめる。

目標３：両立指標におけるカテゴリー③「制度の利用状況」および④「制度を利用しやすい環境づくり」の分野における得点をそれぞれ３０点以上になるようにする。

〈対策〉

仕事と家庭の両立支援への積極的な取組の考え方が、経営や人事の方針として明文化されるよう努める。また、男性職員への制度利用を促進するため、制度利用対象となる男性職員に対し、個別に制度内容の説明を行うとともに諸手続等の支援を行う。
